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第５次高松市生活排水対策推進計画（案）について



高松市生活排水対策推進計画の経緯

１

平成４年 「高松地区生活排水対策重点地域」指定

水質汚濁防止法一部改正

平成５年 「高松市生活排水対策推進計画」策定

平成28年
～令和7年 「第４次高松市生活排水対策推進計画」

県

国

市
計画的・総合的に生活排水対策を推進し、公共用水域の水質改善を図る

都道府県知事・・・「生活排水対策重点地域」の指定により

関係市町村・・・・「生活排水対策推進計画」の策定が義務付け

平成２年

平成８年 県 「香川県全県域生活排水処理構想」策定

市

県 「第４次香川県全県域生活排水処理構想」

以降、県の処理構想と整合を図りながら、推進計画を見直し

生活排水処理施設の効率的かつ適性な整備を進めるため、市町と連携して策定

令和８年～ 県・市 次期計画に移行「計画期間：令和８年度～１７年度」

現計画



第５次高松市生活排水対策推進計画（案）の概要

２

●「生活排水処理施設の整備」と「生活排水対策に係る啓発」を両輪とします。

 ●生活排水処理施設の整備は、公共下水道と合併処理浄化槽により、

計画的かつ効率的に推進します。

 ●生活排水対策に関する啓発を継続的に推進し、市民の意識高揚を図ります。

① 生活排水対策の基本理念

生活排水処理施設の整備（ハード面）

●公共下水道の整備推進（下水道事業計画区域内）

●合併処理浄化槽の設置促進（上記以外）

生活排水対策に関する啓発（ソフト面）

●家庭での対策

●意識の高揚（下水道への接続、浄化槽の適正な維持管理）

●環境づくり・人づくり

② 生活排水対策の基本方針



３

目標年次

●目標年次 令和１7年度（県が策定中の全県域生活排水処理構想と整合）

●中間年次 令和１2年度（内容の点検、社会情勢の変化等を踏まえた見直し）

④ 目標年次  

目標水質のイメージ

●安全で良質な水源の確保

●ホタルが舞う川

●魚が棲む川

●市民が憩える水辺

水質目標
●中間年次（現状水質の改善）

●目標年次（環境基準値の達成）

③ 目標水質  



４

⑤ 公共下水道の整備状況

計画の概要及び整備状況（令和６年度末）

費用対効果の高い
区域から計画的に整
備を進めた結果

計画面積の約８４％
計画人口の約９７％
となっています。

※今後、人口減少の影響で、整備面積と比較して計画人口の伸びの鈍化が予想されています。

事業計画目標と現況
整備状況の比較



５

⑥ 浄化槽の設置状況

※令和元年度以降、転換を対象に補助を行っており、単独処理浄化槽は減少傾向にあります。
１万７千基を超える単独処理浄化槽があることから、継続した取り組みが必要です。

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽



６

これまでの取組の結果、生活系の汚濁負荷量は、減少を続けています。

産業系の事業場排水の規制とともに生活排水対策を継続する必要があります。

⑦ 汚濁負荷量  



７

⑧ 生活排水処理施設整備の推移

年間約３haの整備

既存施設の有効利用

転換の促進

R17：約3.0万人減少

R17：約1.6万人減少



８

⑨ 高松市生活排水処理施設整備計画図

〇赤色と桃色は公共下水道の整備区域 ⇒ 年間約３haの整備を行います

〇黄色はコミュニティプラントの整備区域 ⇒ 既存施設を有効利用します（18.8ha）

〇それ以外は、合併処理浄化槽の整備区域 ⇒ 単独処理浄化槽、汲み取り便所からの転換を促進します

令和５年度 令和１２年度 令和１７年度公共下水道整備面積
５，５０８．５ha

公共下水道整備面積
５，５２９．５ha

公共下水道整備面積
５，５４４．５ha



水域名 環境基準値
（mg/L）

現況水質
Ｒ６達成状況

目標の設定
Ｒ１２中間年次 Ｒ１７目標年次

牟礼川 3 〇2.5

現況水質の改善

○

相引川 8 〇6.8 ○

新川 3 ×6.7 ×

春日川 3 ×3.2 ○

詰田川 5 〇3.0 ○

御坊川 10 〇3.5 ○

杣場川 8 〇3.2 ○

摺鉢谷川 5 〇1.3 ○

香東川下流 3 〇1.5 ○

香東川上流 2 〇1.1 ○

本津川下流 3 ×4.6 ×

本津川上流 2 ×3.5 ×

９

⑩ 目標水質と目標年次  

※環境基準値：BOD（ｍｇ/L）

※現況水質：河川のBOD７５％値（ｍｇ/L）

未達成⇒達成



１０

１ 汚水処理人口普及率

●下水道、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備状況を表す指標

令和６年度（基準年） １２年度（中間年次） １７年度（目標年次）

８９．９％ ９１．７％ ９３．０％

うち下水道 （６４．５％） （６４．６％） （６４．９％）

合併処理浄化槽等（２５．４％） （２７．１％） （２8．１％）

（今後の人口動態、下水道の整備計画や合併処理浄化槽の普及実績から推計）

２ 河川環境基準達成率（補完指標）

●類型指定されている10河川12地点の内、環境基準が達成された割合を示したもの

令和６年度（基準年） 令和１７年度（目標年次）

７河川８地点が達成 ８河川９地点が達成

⑪ 進行管理指標
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河川のBOD年平均値

⑫ 生活排水対策による改善効果  



１２

河川のBOD年平均値

⑬ 生活排水対策による改善効果  



⑭ 公共下水道処理区域と流域・水域区分図

１３

流域・水域区分図



１４

①公共下水道の整備について
●下水道事業計画区域内の未整備地区は、計画的に公共下水道を整備します。
●多核連携型コンパクト・エコシティの考え方等との整合を図る観点から、下水道事業計画
区域の拡大を行わないことを基本とします。
●接続率の向上を図ります。

②合併処理浄化槽の設置について
●下水道事業計画区域外は、くみ取り便所や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への
転換を促進します。
●下水道事業計画区域内の下水道管の整備が困難な箇所は、合併処理浄化槽による
対応など、より効率的な生活排水対策を推進します。

③社会情勢等の変化への対応
●社会情勢の変化を踏まえつつ、持続可能かつ適切な整備、並びに効率的な維持管理
を踏まえた見直しを行います。

⑮ 生活排水処理施設の整備計画（ハード面）



１５

①家庭での対策
●台所での対策
残飯等排出抑制、廃食油の適正処理、洗剤の適正使用など

●洗たく、入浴時の対策
洗剤の適正使用、残り湯再利用など

●生活排水処理施設の整備等
下水道への接続、合併処理浄化槽の適正な維持管理など

②生活排水対策に対する意識の高揚
●普及啓発の実施
広報、ホームページ

③生活排水対策を推進する環境づくり・人づくり
●環境学習を進める
学校での環境教育、親子下水道教室の開催など

●水に親しむ生活を目指す
水辺の清掃活動、水質検査、水辺教育開催など

⑯ 生活排水対策に係る啓発活動（ソフト面）



業務内容
Ｒ７年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

第５次

生活排水対策
推進計画策定

計画案作成

第2回会議

庁内調整

パブコメ

県協議 策定・公表

第１回（R7.5） 第２回（R7.８） 第３回（R7.1１）

○生排計画関係
・計画の方針・骨子提示

○生排計画関係
・計画（案）の提示

下水道事業運営検討委員会での審議内容

●県報告庁内推進会議● 庁内推進会議●

議会調査会

第3回会議

１６

⑰ 今後のスケジュール
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